
​「第3次都心まちづくり計画（案）」​

​に対するご意見の概要と札幌市の考え方について​

​令和８年（2026年）３月​

​札　幌　市​



​１．実施概要​

​「第3次都心まちづくり計画（案）」について、札幌市パブリックコメント手続に関する要綱​

​に基づき、市民の皆様からご意見を募集したところ、合計１２件の貴重なご意見をいただき​

​ました。​

​以下、お寄せいただいたご意見とそのご意見に対する札幌市の考え方を公表いたします。​

​なお、お寄せいただいたご意見は、その趣旨を損なわない程度にとりまとめ、要約して示​

​しておりますことをご了承ください。​

​（１）意見募集期間​

​令和８年（2026年）1月9日（金）～令和８年（2026年）2月9日（月）​

​（２）意見提出方法​

​市役所への郵送・持参、FAX、電子メール、札幌市公式ホームページ​

​（３）資料の配布・閲覧場所​

​・​ ​札幌市役所本庁舎　5階 まちづくり政策局都心まちづくり推進室都心まちづくり課​

​・​ ​札幌市役所本庁舎　2階 市政刊行物コーナー​

​・​ ​各区役所総務企画課広聴係​

​・​ ​まちづくりセンター　（本府・中央、東北・東、大通・西、西創成、豊水、苗穂、桑園、　​

​鉄西、鉄東）​

​・​ ​札幌市公式ホームページ​

​（４）意見募集の周知方法​

​・​ ​札幌市公式ホームページ、広報さっぽろ​



​２．パブリックコメントの内訳​

​（１）意見提出者数・件数​

​意見提出者数　：　 　７人​

​意見数​ ​　　　　：　 12件​

​（２）意見提出者の年代の内訳​

​（３）意見提出者の提出方法の内訳​

​提出方法​ ​郵送​ ​持参​ ​FAX​ ​電子メール​ ​ホームページ​ ​合計​

​提出者数​ ​1人​ ​0人​ ​1人​ ​０人​ ​5人​ ​7人​

​構成比​ ​14％​ ​0％​ ​14％​ ​0％​ ​7１％​ ​100％​

​（４）意見内容の内訳​

​主な意見内容​ ​件数​ ​構成比​

​「第3次都心まちづくり計画（案）」全体に対する意見​ ​0件​ ​０％​

​序章　計画策定の背景​ ​0件​ ​０％​

​第１章　計画の目的と位置付け​ ​0件​ ​0％​

​第２章　現状と課題​ ​0件​ ​０％​

​第３章　理念・目標と都心の構造​ ​1件​ ​８％​

​第４章　取組の方向​ ​10件​ ​８3％​

​第５章　重点的に進める取組​ ​1件​ ​８％​

​第６章　取組の進め方​ ​０件​ ​０％​

​合　　計​ ​12件​ ​100％​

​年代​
​19歳​

​以下​
​20代​ ​30代​ ​40代​ ​50代​ ​60代​ ​70代​

​80歳​

​以上​
​合計​

​提出者数​ ​０人​ ​０人​ ​１人​ ​０人​ ​３人​ ​２人​ ​１人​ ​０人​ ​７人​

​意見数​ ​０件​ ​０件​ ​１件​ ​０件​ ​４件​ ​６件​ ​1件​ ​０件​ ​１2件​



​3．パブリックコメント（意見）の概要とそれに対する札幌市の考え方​

​「第３章　理念・目標と都心の構造」に関すること​

​№​
​該当​

​ページ​
​意見の概要​ ​札幌市の考え方​

​１​ ​52​

​北海道大学周辺まで交流拠点を広げるべき​

​である。​

​北海道大学周辺については、都心周辺の高次​

​機能交流拠点として、都心との連携を強化して​

​いく方針です。​

​「第４章　取組の方向」に関すること​

​№​
​該当​

​ページ​
​意見の概要​ ​札幌市の考え方​

​2​ ​61​

​宿泊施設整備やMICE誘致にあたり、IR(カ​

​ジノ)を含まないことを明記すべきである。​

​また、行政が行うホテル整備支援は富裕層向​

​けよりもバリアフリー対応を重視すべきで​

​ある。​

​本計画における宿泊施設の環境充実やMICE​

​の推進は、都心に必要な高次都市機能の集積​

​を図るものであり、IR(統合型リゾート)の整備​

​を前提としたものではありません。また、宿泊​

​施設の整備にあたっては、本計画の「誰もが快​

​適に過ごせる環境の整備」の方針に基づき、バ​

​リアフリー化やユニバーサルデザインの導入​

​を引き続き促進してまいります。​

​3​ ​62​

​「エンターテインメントなどを楽しむことがで​

​きる都心ならではの施設」や「ナイトタイムエ​

​コノミー」の推進にあたり、IR(カジノ)や風俗​

​産業を含まないことを明記すべきである。​

​本計画で掲げる「エンターテインメント」や「ナイ​

​トタイムエコノミー」は、文化芸術、スポーツ、食、​

​夜間観光など、札幌ならではの都市活動や魅力​

​的なコンテンツの創出による経済活性化を意図​

​したものであり、ご指摘のような特定の業種を​

​想定したものではありません。引き続き、市民​

​や来街者が安心して楽しめる健全なにぎわい​

​の創出に取り組んでまいります。​

​4​ ​ー​

​「都心への機能集約」や「高度利用」という基​

​本的な方向性に強く賛同するが、都心部の再​

​開発促進のため、高さ規制撤廃等の大胆な​

​規制緩和や、地下・屋内動線拡充の義務化な​

​ど、より実効性の高いインセンティブ設計を​

​行うべきである。​

​都心における高次都市機能の集積に向けては、​

​「都心における開発誘導方針」等に基づき、容積​

​率緩和などのインセンティブを講じています。​

​追加施策については、今後中期アクションプロ​

​グラムを策定する中で、都市計画マスタープラ​

​ン等の上位計画と整合を図りながら、良好な景​

​観形成や周辺環境との調和も考慮し、検討して​

​まいります。​



​№​
​該当​

​ページ​
​意見の概要​ ​札幌市の考え方​

​5​ ​80​

​自転車通行空間の確保について、現状の矢​

​羽根型路面表示だけでなく、山形市のように​

​ゴム製のポールなどで車道と明確に区別す​

​べき。​

​札幌市は積雪寒冷地であり、冬期間における除​

​雪作業の支障となることから、車道と路肩の間​

​に連続してポールを設置することは難しいと考​

​えておりますが、路上駐車の抑制や荷さばき駐​

​車車両の対策、さらには車道幅員構成や車線数​

​の見直しによる道路空間の再配分の可能性を​

​検討することにより、自転車が通行しやすい道​

​路空間の確保に取り組んでまいります。​

​6​ ​80​

​健康増進や医療費抑制などの広い視点から​

​自転車利用を積極的に後押しするため、利用​

​しやすい駐輪環境を整えてほしい。​

​本市としましても自転車利用を促進することは​

​重要と考えております。そのため、本計画や札​

​幌市自転車活用推進計画等に基づき、需要に​

​応じた駐輪場の整備やまちづくりと連携した駐​

​輪場の整備などの総合的な駐輪対策を推進し​

​てまいります。​

​7​
​83​

​85​

​歩行空間の連続性の確保や自動車の速度制​

​限など、歩行者優先の交通政策を進めてほし​

​い。また、バスの便数の確保やそのための運​

​転手不足の解消、利用しやすい料金設定な​

​ど、公共交通の利用促進や利便性向上につ​

​ながる取組を進めてほしい。歩行者優先の交​

​通施策を推進してほしい。また、公共交通機​

​関の利便性を向上してほしい。​

​本計画等に基づき、季節や天候、目的等によっ​

​て選択性が高い歩行空間を創出するとともに、​

​安全・安心かつ円滑な歩行者動線の充実を図っ​

​てまいります。また、公共交通に関しては、本計​

​画や関連計画等に基づき、面的なネットワーク​

​の維持や交通結節点の強化など、持続可能な​

​公共交通ネットワークを構築してまいります。​

​8​ ​87​

​来街者が自由に利用できる空間を作る際に​

​は、マナーのない利用者による問題が発生し​

​ないように設えの工夫や警備員の巡回など​

​の対策も合わせて検討してほしい。​

​公開空地等のオープンスペースの整備にあたっ​

​ては、これまでの事例等を踏まえ、多くの利用​

​者が快適に過ごせるよう、施設管理者と連携し​

​ながら設えや運営管理体制を検討してまいりま​

​す。​

​９​ ​100​

​太陽光発電設備は、電気に変換できなかっ​

​たエネルギーを排熱として周囲に放出するこ​

​とから、導入拡大に懸念がある。​

​太陽光発電は、太陽の光エネルギーを直接電気​

​エネルギーに変換するクリーンなエネルギー源​

​であり、脱炭素化に有効な手法であると認識し​

​ております。​

​１０​ ​110​

​大雪で交通がまひしないよう、除排雪の実施​

​や公共交通の維持など、市民生活の足を守​

​る施策を徹底してほしい。​

​冬期間の円滑な交通確保や公共交通の維持は​

​都心においても重要課題であり、関連する各計​

​画や事業者と連携して取り組んでまいります。​



​№​
​該当​

​ページ​
​意見の概要​ ​札幌市の考え方​

​１１​ ​112​

​制振構造を構成する部材について、過去に​

​製造業者による検査データの改ざんを行っ​

​た事例があり、採用することに懸念がある。​

​製造業者による不適切な行為はあってはなら​

​ないものですが、制振構造は地震による揺れを​

​吸収・抑制するうえで有効な手法の一つである​

​と考えております。​

​「第５章　重点的に進める取組」に関すること​

​№​
​該当​

​ページ​
​意見の概要​ ​札幌市の考え方​

​1２​ ​ー​

​エネルギー系の提案は賛成で、進めたほうが​

​いい。主に第５章に関して「札幌都心にある​

​べきコンセプト」として、「リトル東京」化を避​

​け、公園都市としての緑の景観、「文化創造​

​と人材育成」や「食」の魅力、インバウンド対​

​応など、札幌独自の個性を強化すべきであ​

​る。​

​本計画では「札幌らしさ」の強調を掲げ、「ひと・​

​ゆき・みどり」をキーワードに、みどり豊かな空​

​間形成や、食・文化などの地域資源を活かした​

​魅力づくりを進めることとしています。ご提案​

​いただいた視点も踏まえ、他都市にはない札幌​

​ならではの都市ブランド力の強化に取り組んで​

​まいります。​
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